
令和6年9⽉17⽇

拝啓 厳しかった夏の⽇差しも秋⾵と共に和らいでまいりました。

町⽥市におかれましては障がい児(者)やその家族、⽀援者に対して様々な施策の取

組みに多⼤なるご尽⼒を賜り、町⽥の丘学園PTA⼀同、深く御礼申し上げます。

 私ども町⽥の丘学園PTAでは、障がいのある⼦ども達の保護者の意⾒を聞き、

様々な課題を少しでも解決できるように、また、誰もが安⼼して⽇々の⽣活が送れ

ることを願いながら、活動しております。

 近年多様化している障がい者福祉へのニーズに対する取組みにより、⼦ども達が

より⼀層適切なサポートを受けながら、明るく充実した社会⽣活を送ることができ

る社会の実現に向け、⾏政、学校、保護者、⼦ども達が⼀丸となって協⼒をしてい

く体制が不可⽋であると強く感じております。

今後とも町⽥市のご理解の下、引き続きお⼒添えをいただけますよう、お願い申し

上げます。

 今年度も⼦ども達と保護者の切なる願いをまとめ、要望書として提出いたします

ので、ご⽀援とご検討を、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

東京都⽴町⽥の丘学園

障がい児(者)福祉に関する要望書

町⽥市⻑
⽯坂 丈⼀�殿

PTA統括会⻑
⼤町�真基⼦
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1 �卒 業 後 の 進 路 先 の 拡 充 ・ 送 迎 �
① ⽣ 活 介 護 事 業 所 の 拡 充 �

【現状】

⽣活介護事業所の定員超過が依然として⼤きな課題です。本校の多くの⽣徒が、卒業後に⽣

活介護事業所を希望していますが、近年、受け⼊れ枠の減少などもあり今後の進路選定に影

響を及ぼすことが懸念されています。�

【課題】�

重度障がいや医療的ケアを必要とする⽅々が卒業後の進路先を選択する際、安⼼して⽣活介

護事業所を選べる環境が整っていないため、適切な⽀援を受けられる施設の確保が急務で

す。町⽥市障がい者プラン21 -26の重点施策6に基づき、事業者への⽀援施策の検討を更にす

すめていただきたいです。

【要望】�

⽣活介護事業所の新設や既存施設の拡充を進め、定員超過問題を解消するための施策。�

重度障がいや医療的ケアを必要とする障がい者が安⼼して進路先を選択できるよう、専

⾨的な⽀援体制の強化と必要な設備の整備。�

⽣活介護事業所の受け⼊れ枠を増加する補助⾦や⽀援⾦の充実、事業者が積極的に受け

⼊れを拡⼤できるような環境整備。�

これらの施策を通じて、⽣活介護事業所の拡充をお願い致します。

東京都⽴町⽥の丘学園

要�望�書
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② 通 所 事 業 所 の 送 迎 に つ い て �
重 度 障 が い や 医 療 的 ケ ア を 必 要 と す る ⽅ 々 が 卒 業 後 の 進 路 先 を 選 択 す る 際 、 安 ⼼ し て � ⽣ 活 介

護 事 業 所 を 選 べ る 環 境 が 整 っ て い な い た め 、 適 切 な ⽀ 援 を 受 け ら れ る 施 設 の 確 保 が 急 務 で

す 。 �

【 現 状 】 �
重 度 障 が い 者 へ の 送 迎 加 算 に よ り 通 所 事 業 所 の 送 迎 環 境 は 改 善 さ れ ま し た が 、 全 て の 希 望 者

が 乗 ⾞ で き る 状 況 に は ⾄ っ て い ま せ ん 。 そ の た め 、 希 望 す る 事 業 所 で の 就 労 を 断 念 す る ケ ー

ス が あ り ま す 。 ま た 、 卒 業 後 は 帰 宅 時 間 が 早 ま り 、 親 の 働 き ⽅ や 収 ⼊ に 影 響 が 出 る こ と や 、

通 所 へ � の 補 助 ⾦ が あ っ て も ⾃ ⼰ 負 担 が 多 い こ と が 懸 念 さ れ て い ま す 。 �

【 課 題 】
① 送 迎 希 望 者 の 未 対 応 : 全 て の 希 望 者 が 送 迎 サ ー ビ ス を 利 ⽤ で き な い た め 、 希 望 す る 事 業 所 で

の 就 労 を 断 念 す る ケ ー ス が 発 ⽣ し て い ま す 。 �

② 経 済 的 負 担 の 増 加 : 親 の 働 き ⽅ や 収 ⼊ に 影 響 が 出 る こ と 、 通 所 へ の 補 助 ⾦ が あ っ て も ⾃ ⼰ 負

担 が 多 い こ と が 家 庭 の 経 済 的 負 担 と な っ て い ま す 。 �

【 要 望 】
町 ⽥ 市 独 ⾃ の 助 成 ： 東 京 都 へ の 送 迎 サ ー ビ ス の 拡 充 へ の 働 き か け を 継 続 す る と と も に 、 町 ⽥

市 独 ⾃ の 助 成 の 検 討 を お 願 い 致 し ま す 。 昨 年 度 提 出 し た 要 望 書 へ の 回 答 で は 、 町 ⽥ 市 独 ⾃ の

助 成 予 定 は 現 時 点 で は 難 し い と の こ と で し た が 、 障 が い 者 が 必 要 な ⽀ 援 を 受 け 、 ⾃ 分 の 能 ⼒

を 最 ⼤ 限 に 活 か せ る 環 境 を 整 備 す る た め 、 以 下 の 点 に つ い て 今 ⼀ 度 の ご 検 討 を お 願 い 致 し ま

す 。 � �

送 迎 サ ー ビ ス に 対 す る 補 助 ⾦ の 増 額 を 検 討 し 、 ⾃ ⼰ 負 担 額 の 軽 減 を 図 る こ と で 、 家 庭 の

経 済 的 負 担 を 減 ら し て く だ さ い 。 �

重 度 障 が い 者 が 安 ⼼ し て 通 所 事 業 所 を 利 ⽤ で き る よ う 、 送 迎 に 関 す る サ ポ ー ト 体 制 の 強

化 を お 願 い 致 し ま す 。 �

こ れ ら の 施 策 を 通 じ て 、 利 ⽤ 希 望 者 が 全 員 通 所 事 業 所 の 送 迎 サ ー ビ ス を 利 ⽤ で き る よ う 拡 充

を お 願 い 致 し ま す 。



（３）

２ � 障 が い 者 ⽀ 援 施 設 お よ び グ ル ー プ ホ ー ム の 改 善

【現状】

現在、グループホームの空き状況は、重度知的障がいや強度⾏動障がい、⾞椅⼦を利⽤する

⽅が利⽤できる施設が⾮常に不⾜しています。親の⾼齢化や⼊所先不⾜への不安から、親が

元気なうちに障がいのある⼦どもをグループホームに⼊れたいと考える家庭が増えていま

す。2024年7⽉23⽇の会⾒で、武⾒敬三厚⽣労働⼤⾂は、障害者の⼊所施設やグループホー

ムの空き不⾜と待機者の増加問題に対し、国として待機者の実態解明を進める意向を⽰しま

した。NHKの調査によると、全国で2万2000⼈もの待機者がいることが明らかになっていま

す。2024年7⽉4⽇には、施設やグループホームの不⾜により、困り果てた家族が障害者を

殺害する事件も発⽣しています。

【課題】

⽇本では「8050問題」が広まりつつあり、地域で障がい者とその家族を⾒守る体制の構築が

急務です。特に親が⾼齢化している家庭では、安⼼して障がいのある⼦どもを預けられる施

設の整備が必要とされています。武⾒⼤⾂は、「重度の知的障害のある⼈が親の⾼齢化に伴

い、住まいに不安を抱えることは望ましくない」と述べ、今年度から「⼊所施設のあり⽅に

関する調査研究」を通じて、⾃治体ごとの待機者の定義や把握状況を調べるとしています。

このような状況下で、障がい者とその家族が安⼼して⽣活できる環境の整備が求められてい

ます。また、待機者数の公表とサービスの提供実績の透明化を進め、地域全体で⽀える体制

を強化することが不可⽋です。

【要望】

施設およびグループホームの増設：現在の待機者数を考慮し、各地域でのグループホー

ムや⽀援施設の増設を早急に進めてください。特に、重度の障がいを持つ⽅が利⽤可能

な施設の充実が必要です。

透明性の向上：各⾃治体における施設やグループホームの待機者数、および短期⼊所事

業所の稼働率を公表し、ニーズに応じたサービス提供の実績を把握できるようにしてく

ださい。

これらの改善要望により、障がい者とその家族が安⼼して⽣活できる環境が整うことを切に

願っております。



3 �実態に即した⽇常⽣活⽤具の助成�

【 現 状 】 �
助 成 制 度 の ⼆ 択 の 問 題 ： 現 在 、 紙 オ ム ツ 使 ⽤ 者 は ト イ レ の 改 修 助 成 を 受 け ら れ ず 、 逆 に

ト イ レ 改 修 関 連 の 助 成 が 下 り る と 紙 オ ム ツ の 助 成 が 下 り な い た め 、 排 泄 に 関 す る 助 成 が

⼆ 択 に 限 ら れ 、 選 択 肢 が ⾮ 常 に 狭 ま っ て い ま す 。 �

助 成 の 不 均 衡 ： 紙 オ ム ツ が ⽇ 常 的 に 必 要 な 児 ・ 者 で も 、 所 持 し て い る ⼿ 帳 の 種 類 や 等 級

に よ り 、 助 成 が 下 り な い こ と が 多 々 あ り ま す 。 こ の た め 、 障 が い 児 ・ 者 の ⽣ 活 の 質 に ⼤ き

な 影 響 を 与 え て い ま す 。 �

物 価 ⾼ の 影 響 ： 最 近 の 物 価 ⾼ に よ り 、 紙 オ ム ツ や ト イ レ 改 修 に 関 す る 費 ⽤ 負 担 が 増 加 し て

お り 、 家 庭 の 経 済 的 負 担 が さ ら に ⼤ き く な っ て い ま す 。 �

【 課 題 】 � �
① 助 成 制 度 の 改 善 ： 紙 オ ム ツ 使 ⽤ 者 が ト イ レ 改 修 助 成 を 受 け ら れ る よ う に し 、 助 成 の 併 ⽤ を

可 能 に す る こ と が 求 め ら れ て い ま す 。 �

② 助 成 の 公 平 性 確 保 ： 紙 オ ム ツ が ⽇ 常 的 に 必 要 な 児 ・ 者 が 、 ⼿ 帳 の 種 類 や 等 級 に 関 係 な く 等

し く 助 成 を 受 け ら れ る よ う 、 柔 軟 な 判 定 を ⾏ う 必 要 が あ り ま す 。 �

③ 物 価 ⾼ へ の 対 応 ： 物 価 ⾼ に よ る 費 ⽤ 負 担 増 加 に 対 応 す る た め 、 助 成 ⾦ 額 の ⾒ 直 し や 追 加 ⽀

援 が 必 要 で す 。 �

【 要 望 】 �
助 成 制 度 の 改 善 ： 紙 オ ム ツ 使 ⽤ 者 に も ト イ レ 改 装 関 連 の 助 成 を 受 け ら れ る よ う に し 、 助

成 の 併 ⽤ を 可 能 に し て く だ さ い 。 こ れ に よ り 、 障 が い 児 ・ 者 の ⽣ 活 の 質 を ⼤ き く 向 上 さ せ

る こ と が で き ま す 。 �

 （ 具 体 的 に は 、 紙 オ ム ツ 使 ⽤ 者 で も ト イ レ 改 修 に 対 す る 助 成 が 受 け ら れ る 制 度 の 導 ⼊ ） �

紙 オ ム ツ と ト イ レ 改 修 の 助 成 を 併 ⽤ で き る よ う 、 柔 軟 な ⽀ 援 体 制 の 整 備 。 �

助 成 の 公 平 性 の 確 保 ： ⽇ 常 的 に 紙 オ ム ツ を 必 要 と す る 児 ・ 者 が 、 ⼿ 帳 の 種 類 や 等 級 に 関

わ ら ず 等 し く 助 成 を 受 け ら れ る よ う 、 柔 軟 な 判 定 を お 願 い し ま す 。

助 成 判 定 に お い て 、 実 態 に 即 し た 柔 軟 な 対 応 を ⾏ い 、 公 平 性 を 確 保 。 �

物 価 ⾼ へ の 対 応 ： 最 近 の 物 価 ⾼ の 現 状 を 踏 ま え 、 助 成 ⾦ 額 の ⾒ 直 し や 追 加 ⽀ 援 を 検 討 し 、

家 庭 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す る 対 策 を 講 じ て く だ さ い 。 �

こ れ ら の 施 策 を 通 じ て 、 ⽇ 常 ⽣ 活 ⽤ 具 の 助 成 制 度 の 改 善 を お 願 い 致 し ま す 。

（ ４ ）



4 �障がい児・者医療機関、成⼈移⾏期医療について�

【現状】�
専⾨医療機関の不⾜：町⽥市には障がい者対応の専⾨医療機関の設置計画がありません。

唯⼀の障がい者⻭科診療所は多くの障がい児・者が利⽤していますが、診察⽇が週に3⽇、

⼀度に最⼤３名と限られており、通院が難しい家庭が多いです。�

成⼈移⾏期の受け⽫不⾜：出⽣時から慣れ親しんだ⼩児科のかかりつけ医から、成⼈になる

につれ⼩児科での受診が困難になり、成⼈移⾏期の受け⼊れ医療機関が⾮常に不⾜していま

す。

【課題】�
①専⾨医療機関の不⾜：専⾨医療機関の不⾜は、障がい児・者およびその家族にとって⼤き

な負担となっており、適切な医療を受けるための環境整備が急務です。

②⼩児科から成⼈医療への移⾏の困難さ: �⼩児科で⻑く診ていただいた患者が成⼈になる

際、⼩児科での継続的な診療が難しくなる。

③受け⼊れ医療機関の不⾜：成⼈移⾏期の患者を受け⼊れ可能な医療機関が限られており、

適切な医療を受けることが難しい。

【要望】�
医療機関の設置：障がいのある⼦ども達に対応した各科の医療機関の設置を強く望みま

す。� �

診察時間とアクセスの改善�：障がい者⻭科診療所の⼀度に利⽤できる⼈数を増やすな

ど、診察の選択肢を広げてください。

成⼈期移⾏の受け⽫確保：この問題に対する対応策として、市⺠病院での成⼈移⾏期の

受け⼊れ体制を整備していただけますようお願い致します。

これらの施策を通じて、安⼼して医療を受けられる環境を整えるため、医療機関の設置およ

び改善をお願い致します。

（５）



5 �医療費助成の所得制限撤廃�

【現状】�
マル⻘(⾼校⽣等医療費助成制度)：現在、15歳から18歳の⾼校⽣相当年齢を対象とした医   

療費助成制度には所得制限があり、経済的に余裕があるとされる家庭では助成が受けられ

ないケースが存在します。�

⼼⾝障害者(児)医療費助成(マル障)：18歳から20歳までの期間は保険の被保険者の所得に

よって判定されるため、⼀定の所得を超える家庭では受給ができない場合があります。�

福祉サービスの⾃⼰負担額：所得制限に該当する家庭は、他の各種所得制限にも該当する

ことが多く、福祉サービスの⾃⼰負担額が⾼くなり、経済的な負担が増⼤しています。�

リハビリの重要性：リハビリは体の機能や⾔語等のコミュニケーション能⼒の維持・向上

に不可⽋であり、15歳~20歳の成⻑期におけるリハビリの効果は特に⾼いとされていま

す。しかし、理学療法や⾔語療法、作業療法を⽉に複数回ずつ受けると、経済的な負担

が増えます。これらの経済的負担により、リハビリの回数を減らさざるを得ない家庭があ

ることは、将来的な健康や発達に深刻な影響を与える可能性があります。�

【課題】�
①所得制限により、⼀部の家庭では医療費助成が受けられず、経済的な負担が増⼤していま

す。�

②⾼額な医療費や福祉サービスの⾃⼰負担により、必要なリハビリを受ける回数が減少し、

⼦ども達の健康や発達に悪影響を及ぼす可能性があります。�

【要望】�
医療費助成の所得制限撤廃：成⻑期の⼦ども達が公平に必要な医療やリハビリを受�けられる

よう、マル⻘(⾼校⽣等医療費助成制度)及び⼼⾝障害者(児)医療費助成�(マル障)の所得制限

を撤廃してください。�

すべての⼦ども達が平等に医療やリハビリを受ける権利を持つべきだと思います。所得制限

の撤廃により、経済的な負担を軽減し、安⼼して⼦ども達の健康と発達を⽀えることができ

ます。

（６）



6 �誰もが安⼼できる避難⽣活システムの確⽴�

【 現 状 】 �
町 ⽥ 市 で は 、 要 配 慮 者 を 受 け ⼊ れ る ⼆ 次 避 難 施 設 の 設 置 や 運 営 訓 練 が 実 施 さ れ 、 希 望 す る 家

庭 が ス ム ー ズ に 利 ⽤ で き る 環 境 が 整 い つ つ あ り ま す 。 し か し 、 障 が い 児 ・ 者 を 持 つ 家 庭 に お

い て は 、 集 団 避 難 が 難 し い 場 合 も 多 く 、 多 く の 家 庭 が ⾃ 宅 避 難 を 考 え て い ま す 。 ⻑ 期 間 の 避

難 や 外 出 先 で の 避 難 に 備 え る た め に は 、 必 要 な 物 品 の 備 蓄 が 重 要 で す 。 し か し 、 家 庭 で の 備

蓄 に は 限 度 が あ り 、 障 が い 児 ・ 者 に 必 要 な 物 品 は 多 岐 に わ た り 個 々 に 異 な る た め 、 適 切 な 備

蓄 が 求 め ら れ ま す 。 �

【 課 題 】 �
① 必 要 な 物 品 の 把 握 不 ⾜ ： 障 が い 児 ・ 者 と そ の 家 族 が 避 難 ⽣ 活 で 必 要 と す る 具 体 的 な 物 品 の

ニ ー ズ が 把 握 さ れ て い な い 。 �

② 備 蓄 物 品 の 不 ⾜ ： 各 避 難 所 や ⽀ 援 セ ン タ ー に お け る 必 要 な 物 品 の 備 蓄 が 不 ⼗ 分 で あ り 、 緊

急 時 に 迅 速 な 提 供 が 難 し い 。 �

③ ⾃ 宅 避 難 ⽀ 援 の 不 ⾜ ： ⾃ 宅 避 難 を 選 択 す る 家 庭 に 対 す る 備 蓄 の 指 導 や サ ポ ー ト が 不 ⾜ し て

お り 、 ⻑ 期 間 の 避 難 に 対 応 で き る 体 制 が 整 っ て い な い 。 �

【 要 望 】 �
ア ン ケ ー ト や 聞 き 取 り 調 査 の 実 施 ： 障 が い 児 ・ 者 と そ の 家 族 に 対 し て ア ン ケ ー ト や 聞 き 取

り 調 査 を ⾏ い 、 必 要 な 物 品 の 具 体 的 な ニ ー ズ を 把 握 し て く だ さ い 。 �

各 避 難 所 や ⽀ 援 セ ン タ ー で の 物 品 備 蓄 ： 医 療 的 ケ ア の 物 品 、 ア レ ル ギ ー 対 応 ⾷ 品 、 紙 オ ム

ツ 、 イ ヤ ー マ フ 、 ⼈ ⼯ 呼 吸 器 ⽤ 発 電 機 な ど を 各 避 難 所 や ⽀ 援 セ ン タ ー に 備 蓄 し 、 必 要 時 に

迅 速 に 提 供 で き る 体 制 を 整 え て く だ さ い 。 �

⾃ 宅 避 難 の ⽀ 援 ： ⾃ 宅 避 難 を 考 え る 家 庭 に 対 し て 、 備 蓄 の 指 導 や サ ポ ー ト を ⾏ い 、 ⻑ 期

間 の 避 難 に 対 応 で き る よ う な ⽀ 援 を 提 供 し て く だ さ い 。 �

こ れ ら の 対 策 を 講 じ る こ と で 、 誰 も が 安 ⼼ し て 避 難 ⽣ 活 を 送 れ る シ ス テ ム の 確 ⽴ を お 願 い 致

し ま す 。

（ ７ ）



7 �緊急⼀時保護事業の体制強化と短期⼊所事業の拡充�

【現状】�
令和６年4⽉より、町⽥市において重症⼼⾝障がい児（者）等在宅レスパイト事業サービスを

新たに⽴ち上げていただき、誠にありがとうございます。

しかしながら、利⽤回数や利⽤時間制限により、不⼗分に感じる部分もございます。

やはり、医療ケア・重度⼼⾝障がい児・者を受け⼊れる施設は依然として不⾜しており、重

度⼼⾝障がい児・者の短期⼊所施設の増設が求められます。遠⽅の施設を利⽤する場合、移

動が⼤きな負担となり、利⽤⽬的を果たせないことがあります。そのため、緊急⼀時保護事

業の要件⾒直しや体制強化が必要であり、保護者が円滑に利⽤できるサポート体制の構築が

求められます。また、障がい者⽀援センター間の情報格差も解消が必要です。�

【課題】�
①医療ケア・重度⼼⾝障がい児・者を受け⼊れる施設の不⾜：多くの施設が受け⼊れ停⽌中

で、地域による事業所数の差があり、遠⽅の施設利⽤は移動の負担が⼤きい。�

②緊急⼀時保護事業の体制不⼗分：要件⾒直しや体制強化が必要で、保護者が円滑に利⽤で

きるサポート体制が不⾜している。�

③情報格差の存在：障がい者⽀援センター間の情報格差があり、⽀援の質に差が⽣じてい

る。�

【要望】�
医療ケア・重度⼼⾝障がい児・者のための短期⼊所施設の拡充：医療ケア・重度⼼⾝障が

い児・者が地域差なく利⽤できる施設を増設してください。�

緊急⼀時保護事業の体制強化：対象者要件の⾒直しと体制強化により、緊急時に円滑にサ

ポートできるシステムを構築してください。�

安⼼して利⽤できる短期⼊所施設と⽀援体制の構築：保護者が安⼼して利⽤できるよう、

施設と⽀援体制の質を向上させてください。�

情報格差の解消：毎⽉開催される障がい者⽀援センター連絡会にて、センター間の情報共

有を促進し、情報格差を解消するための⽀援を続けてください。�

これらの対策を講じることで、医療ケア・重度⼼⾝障がい児・者、その家族が安⼼して⽣活

を送れる環境整備をお願い致します。

（８）



8 �卒業後の余暇活動⽀援�

【現状】�
障がい者の余暇活動の場として、放課後等デイサービスに相当するような、成⼈が利⽤でき

る福祉事業所新設の検討、福祉事業所での余暇活動(⼀時預かり)⽀援の充実をお願いいたし

ます。現在、事業所毎の⼯夫で余暇活動の場を提供している事業所もありますが、⼀定の条

件があり、気兼ねなく利⽤はできません。

また、余暇活動の⼀貫で外出する際、移動⽀援や⾏動援護は、強度⾏動障がいや重度の障が

い者にとって、なくてはならないサービスですが、⼈員不⾜などにより利⽤が困難です。

【課題】�
①余暇活動の場の不⾜：放課後等デイサービス相当の余暇活動の場が必要。

②移動⽀援サービスの利⽤困難：強度⾏動障がいや重度の障がい者にとって不可⽋な移動⽀

援、⽇中⼀時⽀援サービスが不⾜している。

【要望】�
新たな余暇活動の場の設置：平⽇の退所後も利⽤できる余暇活動の場を設置し、障がい者

やその家族の⽀援を強化してください。

⽇中⼀時⽀援事業の導⼊：町⽥市内でも⽇中⼀時⽀援事業を積極的に導⼊し、近隣市と同

様の⽀援を充実させてください。

移動⽀援サービスの改善：強度⾏動障がいや重度の障がい者、⾞いす利⽤者が利⽤しやす

い移動⽀援サービスを改善し、外出が困難な⽅への⽀援を強化してください。

地域の声の反映：障がい者やその家族、福祉事業所の声を聞き、実際のニーズに基づいた

⽀援体制を整備してください。

これらの対策を講じることで、充実した余暇活動を享受できる環境が整い、障がい者やその

家族が安⼼して⽣活を送ることができるようになります。

（９）



9 �相談⽀援事業所の拡充・確保�

【 現 状 】 �
町 ⽥ 市 内 で は 相 談 ⽀ 援 事 業 所 の 設 置 数 が 増 加 し 、 そ の 必 要 性 も 広 く 認 識 さ れ て い ま す 。 し か

し 、 � 学 齢 期 の 児 童 ・ ⽣ 徒 を 対 象 と し た 事 業 所 は ⾮ 常 に 少 な く 、 成 ⼈ の 障 が い 者 に つ い て も 新

規 受 付 が 難 し い 状 況 で す 。 セ ル フ プ ラ ン で は 適 切 な 福 祉 サ ー ビ ス を 利 ⽤ す る の に 限 界 が あ

り 、 ⽀ 援 を 受 � け ら れ な い 状 況 が 発 ⽣ し て い ま す 。 さ ら に 、 家 庭 や ⼦ ど も の 事 情 に よ り 上 限 ⽇

数 を 規 定 以 上 の ⽇ 数 に 増 や す （ 例 外 的 ⽀ 給 ） 場 合 の ⼿ 続 き は 、 相 談 ⽀ 援 員 か ら の 申 請 が な い

と 受 理 さ れ な い 現 状 が あ り ま す 。 �

【 課 題 】 �
① 学 齢 期 児 童 ・ ⽣ 徒 対 象 の 事 業 所 不 ⾜ ： 学 齢 期 の 児 童 ・ ⽣ 徒 を 対 象 と し た 相 談 ⽀ 援 事 業 所 が

⾮ 常 に 少 な く 、 必 要 な ⽀ 援 が 受 け ら れ て い な い 。 �

② 成 ⼈ 障 が い 者 の 新 規 受 付 困 難 ： 成 ⼈ の 障 が い 者 も 新 規 受 付 が 難 し い 状 況 で あ り 、 ⽀ 援 が 不

⾜ し て い る 。 �

③ セ ル フ プ ラ ン の 限 界 ： セ ル フ プ ラ ン で は 適 切 な 福 祉 サ ー ビ ス を 利 ⽤ す る の に 限 界 が あ り 、

⽀ 援 を 受 け ら れ な い ケ ー ス が あ る 。 �

④ 例 外 的 ⽀ 給 の ⼿ 続 き の 煩 雑 さ ： 例 外 的 ⽀ 給 の ⼿ 続 き が 相 談 ⽀ 援 員 か ら の 申 請 で し か 受 理 さ

れ な い た め 、 必 要 な ⽀ 援 が 受 け ら れ ず 申 請 の ハ ー ド ル も ⾼ く な っ て い る 。 �

【 要 望 】 �
相 談 ⽀ 援 事 業 所 の 確 保 と 拡 充 ： 誰 も が 必 要 な 時 に 希 望 す る ⽀ 援 を 受 け ら れ る よ う 、 相 談 ⽀

援 事 業 所 の 数 を 増 や し 、 質 の ⾼ い ⽀ 援 を 提 供 で き る 体 制 を 確 保 を お 願 い し ま す 。

地 域 ⽀ 援 セ ン タ ー へ 配 属 ： 地 域 ご と に 必 要 な 数 の 相 談 ⽀ 援 員 を 地 域 ⽀ 援 セ ン タ ー へ 配 属 、

⽀ 援 員 の 確 保 を お 願 い し ま す 。 �

平 等 な サ ー ビ ス 提 供 シ ス テ ム の 構 築 ： セ ル フ プ ラ ン で も 平 等 に サ ー ビ ス を 受 け ら れ る シ ス

テ ム を 構 築 し 、 サ ー ビ ス 提 供 の 基 準 や プ ロ セ ス を 明 ⽰ し て く だ さ い 。 �

こ れ ら の 施 策 を 通 じ て 、 相 談 ⽀ 援 事 業 の 拡 充 を お 願 い 致 し ま す 。

（ １ ０ ）



10 �市内福祉施設へ防犯カメラ設置義務化と設置補助⾦の検討�

【現状】�

近年、障がい者への虐待⾏為は増加傾向にあり、通報件数も右肩上がりとなっています。

令和5年9⽉に厚⽣労働省から発表されたデータによれば、「虐待が認められた事業所数は前

年度⽐�9 . 7%増、障がい者数は前年度⽐30 . 7%増」となっています。特に、障がい児の通う

放課後等デ�イサービスでも虐待の疑いが増加しており、防犯カメラの設置が喫緊の課題とな

っています。�

【課題】�

①虐待⾏為の増加：障がい者への虐待⾏為が増加しており、特に放課後等デイサービスにお

いてもその傾向が⾒られます。�

②防犯カメラの未設置：多くの福祉事業所で防犯カメラが設置されておらず、虐待⾏為の抑

⽌⼒として機能していません。�

③設置費⽤の負担：福祉事業所が防犯カメラを設置する際の費⽤負担が課題となっていま

す。�

【要望】�

防犯カメラ設置の義務付け：市内の福祉事業所への防犯カメラ(⾒守りカメラ)設置を義

務付けてください。防犯カメラが設置されていることにより、虐待の⼤きな抑⽌⼒とな

り、�有事の際には利⽤者と事業所のスタッフの双⽅を守ることが可能になります。�

設置補助⾦の交付：既存の福祉事業所や新規事業所にも防犯カメラ設置に対する補助⾦を

交付してください。これにより、設置費⽤の負担を軽減し、迅速な設置の促進が期待でき

ます。�

虐待という⼈間の尊厳を踏みにじる⾏為は絶対にあってはなりません。市内福祉事業所にお

ける防犯カメラ設置義務化と補助⾦の交付を通じて、障がい児・者とその家族が安⼼して利

⽤できる環境を整えていただくことを切に願います。�

この要望書に書かれいる対策を講じていただくことで、障がい児・者やその家族が地域で安

⼼して⽣活し、充実した暮らしを享受できる環境を整えることができます。

市⻑をはじめ関係各位のご理解とご協⼒を賜りたく存じますので、何卒よろしくお願い致し

ます。

（１１）


